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　（注１）　本書中の「公開買付者」とは、日本郵船株式会社をいいます。

　（注２）　本書中の「対象者」とは、郵船ロジスティクス株式会社をいいます。

　（注３）　本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総

和と必ずしも一致しません。

　（注４）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

　（注５）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいい

ます。

　（注６）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵

省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。

　（注７）　本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

　（注８）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又

は日時を指すものとします。

　（注９）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま

す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

　（注10）　本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、日本の金融商品取引法で定められ

た手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報

開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of

1934）（その後の改正を含みます。以下「米国1934年証券取引所法」といいます。）第13条(e)項又は第14

条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び

基準に沿ったものではありません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された会社であり、その役

員のほとんどが米国外の居住者であることなどから、米国の証券関連法に基づいて主張しうる権利及び請求

を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の

会社又はその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性があります。加えて、米

国外の会社及びその子会社・関連会社をして米国の裁判所の管轄に服せしめることができる保証はありませ

ん。

　（注11）　本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。

本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書

類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。本書において言及される財務諸

表は、日本の会計基準に基づいて作成されており、米国の会社の財務諸表と同等のものとは限りません。

　（注12）　本書中の記載には、米国1933年証券法（Securities Act of 1933）（その後の改正を含みます。）第27Ａ条

及び米国1934年証券取引所法第21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは

未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙
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示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関係会社を含む関係者は、「将

来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することは

できません。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報を基に作成され

たものであり、法令で義務づけられている場合を除き、公開買付者又はその関係会社を含む関係者は、将来

の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。

　（注13）　公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人（それらの関係会社を含

みます。）は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、米

国1934年証券取引所法規則14e-5(b)(12)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で本公開買付け

の開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に本公開買

付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本

で開示された場合には、当該買付けを行ったファイナンシャル・アドバイザー又は公開買付代理人の英語の

ホームページ（又はその他の公開方法）においても開示が行われます。
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第１【公開買付要項】

１【対象者名】

郵船ロジスティクス株式会社

 

２【買付け等をする株券等の種類】

普通株式

 

３【買付け等の目的】

(1）本公開買付けの概要

　公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部

に上場している対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）25,135,084株（所有割合（注１）

59.61％）を所有しており、対象者を連結子会社としております。

　本公開買付けにおいて、公開買付者は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数

の合計が対象者の総議決権数（注２）の３分の２以上となるよう2,977,700株（注３）を買付予定数の下限と設定

しており、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の合計

が買付予定数の下限（2,977,700株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、本公

開買付けは、公開買付者が対象者株式の全て（但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己

株式を除きます。以下同じとします。）を取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限は設けておら

ず、買付予定数の下限（2,977,700株）以上の応募があった場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

 

（注１）　「所有割合」とは、対象者が平成29年10月31日に公表した「平成30年３月期第２四半期決算短信〔日本

基準〕（連結）」（以下「対象者四半期決算短信」といいます。）に記載された平成29年９月30日現在

の発行済株式総数（42,220,800株）から、対象者四半期決算短信に記載された平成29年９月30日現在の

対象者が所有する自己株式数（51,798株）を控除した株式数（42,169,002株）に対する割合（小数点以

下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じとします。

（注２）　「対象者の総議決権数」とは、対象者四半期決算短信に記載された平成29年９月30日現在の発行済株式

総数（42,220,800株）から、対象者四半期決算短信に記載された平成29年９月30日現在の対象者が所有

する自己株式数（51,798株）を控除した株式数（42,169,002株）に係る議決権数（421,690個）をいい

ます。以下同じとします。

（注３）　買付予定数の下限は、上記（注２）の対象者の総議決権数（421,690個）に３分の２を乗じた数

（281,127個）（なお、小数点以下を切り上げております。）から、公開買付者が保有する議決権の数

（251,350個）を減算した議決権数（29,777個）に、100株を乗じた数（2,977,700株）です。

 

　この度、公開買付者は、平成29年10月31日開催の取締役会において、対象者株式の全てを取得し、対象者を公開

買付者の完全子会社とすることを目的とした取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを

実施することを決議いたしました。

　公開買付者は、本公開買付けにより対象者株式の全てを取得できなかった場合には、対象者に対して、下記

「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載されている各手続の実施

を要請し、対象者を公開買付者の完全子会社とする予定です。

 

　対象者が平成29年10月31日付で公表いたしました「支配株主である日本郵船株式会社による当社株式に対する公

開買付けに関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいま

す。）によれば、対象者は、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却機

会を提供するものであると判断し、平成29年10月31日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明

し、且つ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。

　なお、対象者の意思決定過程の詳細につきましては、対象者プレスリリース及び下記「４　買付け等の期間、買

付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公

正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措

置）」の「⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議が

ない旨の意見」をご参照ください。
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(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

（ⅰ）本公開買付けの背景及び理由

　公開買付者は、明治18年の郵便汽船三菱会社と共同運輸会社の合併により設立され、営業を開始いたしま

した。第二次世界大戦後、経済成長に伴うエネルギー需要や海上輸送需要の増大に伴い、定期船・航空運

送・物流事業からなる一般貨物輸送事業、ドライバルク輸送・エネルギー輸送・自動車輸送事業からなる不

定期専用船事業など海上輸送を中心に幅広く事業を拡大し、世界中に広がる海・陸・空の輸送網を通じた総

合物流企業として多様な輸送ニーズに応えてまいりました。また、公開買付者は、昭和24年に東京証券取引

所及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）に上場し、また、各国内証券

取引所及びフランクフルト証券取引所に上場しました（その後上場廃止により、現在は東京証券取引所及び

名古屋証券取引所のみに上場しております。）。公開買付者は、昭和34年10月に大阪商船株式会社（以下

「大阪商船」といいます。）から対象者株式を取得して子会社とし（持株比率：55.81％）、対象者の商号

を郵船航空サービス株式会社に変更して、公開買付者の物流事業の一部とし、その後、平成17年には対象者

が東京証券取引所に上場し、現在に至っております。公開買付者は、連結子会社552社、持分法適用関連会

社200社（以下公開買付者とあわせて「公開買付者グループ」といいます。）で構成され、「わたくしたち

は、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして、安全・確実な「モノ運び」を通じ、

人々の生活を支えます。」を基本理念として、豊かな社会を創りだしていくことを目指しております。

　なお、公開買付者グループの主な事業内容は以下の通りです。

事業部門 事業内容

一般貨物輸送事業

・定期船事業（コンテナ船部門、ターミナル関連部門）

・航空運送事業

・物流事業

不定期専用船事業

・ドライバルク輸送事業（鉄鉱石、石炭、木材チップなどのバルク貨物の輸送事業）

・エネルギー輸送事業（原油・石油製品・LPG・LNGなどの輸送、海洋事業）

・自動車輸送事業

その他事業
・不動産事業

・その他事業（客船事業等）

 

　公開買付者が属する海運業界は、近年のエネルギー需要の構造変化や地政学リスクの増大等により、事業

環境の大きな変化に直面しております。

　コンテナ船業界においては、運賃の変動が激しく、特に昨今では、新造船竣工による船腹供給が増加し需

給バランスが大幅に悪化した結果、市況の低迷が続き、収益の安定的な確保が困難な状況となっておりま

す。業界内では大手船社を中心に、買収・合併を通じた運航規模拡大により競争力を高める動きが加速し、

従来以上に競争環境が激化する様相を呈しており、公開買付者においても、平成28年10月にコンテナ船事業

を安定的かつ持続的に運営するため、川崎汽船株式会社・株式会社商船三井との定期コンテナ船事業の統合

を決定し、平成29年７月に当該統合に伴い新会社を設立し、平成30年４月より当該新会社にてサービスを開

始する予定です。

　また、ドライバルカー業界においても、船舶の供給過多と中国経済の減退により市況は大きく低迷し、

BDI（バルチック・ドライ・インデックス：英国のバルチック海運取引所が発表している外航不定期船の運

賃指数）が平成28年２月に史上最低値を記録しております。

　足許では、コンテナ船及びドライバルカーともに市況は最悪期から脱し、緩やかな回復基調にあります

が、市況の大幅な改善には至っておりません。

　このような厳しい事業環境の中、公開買付者は平成26年４月に策定した中期経営計画“More Than

Shipping 2018～Stage ２ きらり技術力～”（平成26年度～平成30年度）（注）の基本方針に沿って、不安

定な海運市況への耐性を強化するとともに、他社との差別化による競争力の強化に取り組んでまいりまし

た。

（注）　事業環境の激変により、平成28年10月に、平成30年度の利益・財務計画を取り下げたものの、中期

経営計画における基本戦略についてはその妥当性を失っておらず、引続き同戦略に基づく施策を進

めております。

　市況への耐性強化の観点からは、事業ポートフォリオの見直し・修正による「Volatilityの高い事業にお

けるライトアセット化」（短期傭船等で荷動きの増減に柔軟に対応できるようにすること）と「運賃安定型

事業の積み上げ」を掲げ、コンテナ船・ドライバルカーのコアアセット比率の低減、フォワーディング

（注）等のライトアセット事業及び、物流・自動車船・海洋等の運賃安定型事業の比率拡大に注力してお

り、いかなる市況においても利益を創出することができる事業ポートフォリオの構築を図っております。
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（注）　「フォワーディング」とは、海外及び国内の目的地まで航空輸送、海上輸送機関を使う場合に荷主

企業から貨物を預かり、キャリア（船舶、航空、鉄道、貨物自動車など）のスペースを確保して輸

送を委託し貨物輸送、及び輸出入時の通関手続きを行う事業を意味します。

　一方、競争力強化の観点からは、「海運業＋αの取り組みを活かした差別化」を推進しており、総合物流

企業として多角化されたポートフォリオを最大限活用することで、これまでの海上輸送だけではなく、航空

輸送や陸上輸送も含めた一貫したバリューチェーンの構築による輸送サービスの多様化・高付加価値化を進

めてまいりました。アジア・新興国への販売拡大による取扱貨物量の増加、インドネシアでの新コンテナ

ターミナルの操業開始等、海上輸送とのシナジーが見込まれる物流事業やターミナル事業を拡大・強化する

事で他社との差別化を図り、公開買付者グループの強みを活かす施策を推進しております。

　加えて足許では、近年の海運市況の悪化という難局を克服し、新たな飛躍に向けた事業基盤を築くため、

中期経営計画の基本方針に基づく施策と並行して、全社プロジェクトである“Beat the Crisis”～耐える

時、次の形を仕込む時～を推進しております。公開買付者グループ全体の力を最大化すべく、資本効率を重

視しながら安定収益体質への転換とグループ各社における競争力の強化を図る「グループ経営改革」を大き

なテーマに掲げ、かかる競争力の強化を図っております。

　公開買付者グループにおける事業ポートフォリオの中でも運賃安定型事業に位置付けられる物流事業分野

においては、サプライチェーンマネジメント高度化による顧客ニーズの複雑化、物流業務のアウトソーシン

グ・ワンストップサービスのニーズが拡大しております。斯かる事業環境の下、公開買付者グループでは物

流事業をグループの中核事業とし、事業基盤の強化に向け、成長産業と新興市場を中心とした物流サービス

の拡大や、グループの経営基盤を活かした営業強化等に取り組んでおります。

　一方、対象者は、昭和30年に一般旅行業と航空貨物業の取扱いを目的に株式会社国際旅行公社として設立

され、昭和34年10月に公開買付者が大阪商船から対象者株式を取得したことで持株比率55.81％の所有に至

り、商号を郵船航空サービス株式会社に変更し、それ以降公開買付者の子会社となっているとのことです。

その後、対象者は平成８年に日本証券業協会に株式の店頭登録を果たし、平成17年には東京証券取引所第一

部に上場したとのことです。対象者の上場後も、公開買付者は対象者を公開買付者グループの物流事業の中

核と位置付け、上記のとおり、対象者の発行済株式の50％超を所有し続けております。平成22年10月には、

公開買付者の物流子会社であるＮＹＫロジスティックスジャパン株式会社からの事業譲受により対象者に公

開買付者グループの国内物流事業を集約したことに伴い、対象者商号を現会社名に変更しているとのことで

す。更に、平成23年４月には公開買付者の海外物流事業を対象者に統合するなど、本書提出日現在において

も、公開買付者グループの物流事業を担う主要子会社となっているとのことです。

　対象者は、海上輸送と航空輸送からなるフォワーディング事業と、ロジスティクス事業（注）の２事業を

柱に、世界で５極（日本、米州、欧州、東アジア、南アジア・オセアニア）・43の国と地域に500拠点以上

のネットワークを展開し、陸・海・空のすべての領域で最適な物流ソリューションを提供しているとのこと

です。

（注）　「ロジスティクス」とは、国内及び海外域内における顧客のあらゆる物流需要に対して、顧客の業

種、業態、商品特性を踏まえた物流ソリューション（保管・荷役・流通加工・輸配送・物流情報管

理）を一括して請け負う事業を意味します。

　対象者が展開するフォワーディング事業について、世界的に海上・航空貨物量が増加しているものの、国

際物流需要は、進出先の国・地域での景気動向に加えて、世界経済の動向の影響を受ける可能性があるとの

ことです。特に、航空輸送需要については、ＩＴ関連やデジタル家電などの個人消費向けの製品・部品の比

重が高く、これら消費国での景気動向の影響を強く受けるため、今後の事業環境は大きく変化する可能性が

あるとのことです。

　足許においては、アジアでの旅客需要の増加や行政による旅客優遇政策、航空機機材の小型化等により航

空輸送のための貨物搭載スペースの確保が困難となっているなど、今後の収益性の確保のためには、安定し

た貨物搭載スペースの確保が重要となっているとのことです。加えて、収益力・競争力の強化を目的とした

グローバル物流業者間での買収・合併を通じた合従連衡の動きが活発化しており、今後、グローバルな事業

環境の下で、景気、市況、顧客動向のみならず購買力及び貨物搭載スペースの確保においても、他社との競

争がより一層激化する様相を呈しているとのことです。

　また、物流サービスのコモディティ化が顕著となっており、今後の事業展開のためには付加価値の創出、

差別化戦略と共にブランド力の向上が求められている状況と認識しているとのことです。

　こうした事業環境下、対象者は平成29年４月に平成37年を最終年度とする中長期経営計画“TRANSFORM

2025”を策定し、世界で認められ選ばれ続けるサプライチェーン・ロジスティクス企業を目標として掲げ、

持続可能で収益力を伴った成長を目指しているとのことです。

　一方、中長期経営計画の最初の３年となる平成29年から平成31年の中期経営計画は、前述の平成37年まで

の中長期経営計画“TRANSFORM 2025”の完遂を見据えた、特に重要な投資期間との位置づけとしており、抜

本的な事業改革の遂行を計画しているとのことです。
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　全社戦略の重点テーマとしては「グループ総合力の体系構築」、「人材育成と組織能力強化」、「成長領

域への投資」、「基盤強化」の４点を掲げてグループ経営理念の浸透を図るとともに、「事業戦略」として

スケール拡大によるグローバルプレゼンスの向上、システム・業務プロセスの標準化による生産性の向上の

追求を計画しているとのことです。

　この全社戦略の具現化のために、フォワーディング事業においては顧客の利便性向上を目的としたサービ

スの標準化、及び顧客ニーズへの迅速な対応を可能とする物流ネットワーク基盤の整備・再構築を進めると

ともに、ＩＴへの積極的な投資による発着地間の情報連携強化に注力しているとのことです。こうした施策

によって顧客ニーズに即した、迅速かつ高品質なソリューションや、効率的な貨物搭載スペースの提供を図

る予定とのことです。また、ロジスティクス事業においては、物流施設、物流技術、組織、人材への持続的

な投資による機能強化を進め、ビジネス基盤強化による収益性の向上を目指す予定とのことです。加えて、

オペレーション品質の標準化やCustomer Relationship Management（顧客関係管理）を推進することによっ

て、対象者ブランドを更に強化する予定とのことです。

　世界５極ごとの地域戦略としては、日本極では生産性と品質向上のための組織と機能・業務プロセスの最

適化、米州極ではサービスメニュー拡充によるソリューション営業の強化、欧州極では中央・東ヨーロッパ

やアフリカにおけるビジネス開発・強化を積極的に進める予定とのことです。更に、経済成長が継続してい

る東アジア極ではトップクラスのフォワーダーとして欧米とのビジネスをはじめ南アジアとの連携強化によ

る取扱の拡大を目指し、南アジア・オセアニア極では、生活環境の変化に応じてニーズが拡大しているコー

ルドチェーン（低温物流）とヘルスケアビジネスといった成長領域への投資も強化を図る予定とのことで

す。

 

（ⅱ）公開買付者が本公開買付けを実施するに至った経緯

　このように公開買付者と対象者は、企業価値向上を目的とした事業戦略を独自に進め、それぞれにおいて

顧客接点の拡大と営業力の強化を図ってまいりましたが、従来以上に顧客毎の幅広いニーズに応え、公開買

付者グループとして中期経営計画・全社プロジェクトに基づいた施策を確実に推進し成長を続けていくため

には、従前より中核事業に位置付けてきた物流事業をより一層強化することが不可欠であり、両社が従来以

上に一体となった運営を行うことにより、事業戦略の一元化と意思決定のスピードアップを図るとともに、

グループ力の更なる強化を通じた付加価値の向上並びに差別化戦略を推進することが可能になるものと考え

ております（具体的なグループ力の更なる強化等については、下記「（ⅲ）本取引実行後の実施を検討して

いる事業戦略」をご参照ください。）。こうした認識のもと、公開買付者は対象者を完全子会社化すること

が望ましいと判断したことから、平成29年２月頃から本取引の検討を開始し、平成29年７月中旬に対象者へ

完全子会社化に関する提案を行いました。当該提案を契機として、公開買付者は、公開買付者及び対象者か

ら独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社（以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」といいます。）を、リーガル・アドバイザーと

して長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任しました。その後、公開買付者は、同年７月下旬から、対

象者の了解を得て、対象者に対するデュー・ディリジェンスを行い、同デュー・ディリジェンスは同年９月

下旬に終了しております。他方、対象者は、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバ

イザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、リーガル・アド

バイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所をそれぞれ選任し、さらに利益相反回避のため第三者

委員会（当該第三者委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記「４　買付け等の期間、買付け

等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の

公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するため

の措置）」の「④　対象者における独立した第三者委員会の設置」をご参照ください。）を設置し、本取引

に係る協議・交渉を行う体制を構築したとのことです。また、更なるグループ経営の推進による事業の強化

や経営の合理化といった両社の企業価値の向上を目的とした諸施策について、平成29年９月上旬に公開買付

者及び対象者の間で協議を実施し、その後も公開買付者として検討を重ねてまいりました。

　その結果、公開買付者は平成29年10月31日開催の取締役会において、公開買付者が対象者を完全子会社化

することが、公開買付者グループ全体の企業価値向上に最適であるとの結論に至り、対象者の完全子会社化

に向けた本公開買付けの実施を決議いたしました。
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　一方、対象者としても、平成29年10月31日開催の取締役会において、本取引によって公開買付者の完全子

会社となることにより、対象者の中長期的な収益力・競争力の向上を実現し、中長期経営計画“TRANSFORM

2025”を完遂するために必要となるフォワーディング事業とロジスティクス事業を中心とした事業戦略並び

に地域戦略の強化、組織体制の最適化やビジネスプロセスの効率化などの抜本的な事業改革の実行、及び成

長領域への積極的な投資等の重要施策の実現が容易になり、対象者の企業価値の一層の向上に資するもので

あるとの結論に至ったとのことです（対象者における本取引に関する検討及び意思決定の過程の詳細につい

ては、下記「（ⅳ）対象者における意思決定の過程及び理由」をご参照ください。）。

 

（ⅲ）本取引実行後の実施を検討している事業戦略

　今後、公開買付者は、本取引を通じ、両社の事業運営上・経営上のノウハウの共有や連携を強化すること

で、公開買付者グループの更なる企業価値の向上を図ってまいります。また、公開買付者グループ間におけ

る各機能の相互活用をより推進し、対象者及び物流事業のスケール拡大、事業領域の拡充及び収益性の向上

を図ることで、公開買付者グループの持続的成長の追求に努めてまいります。その結果、ライトアセット事

業・運賃安定型事業の比率の更なる引き上げと、いかなる市況においても利益を創出することができる事業

ポートフォリオの構築が一層加速し、収益安定性の向上と競争力の強化が可能となります。

　具体的には、公開買付者と対象者は下記の取り組みを推進することにより、両社の事業運営上・経営上の

ノウハウの共有や連携を強化し、完全子会社化による企業価値向上に寄与するものと考えております。

 

A)運賃安定型事業である自動車関連物流の融合を通じた高付加価値化と収益安定性の向上

　近年の自動車業界では、海外現地生産や新興国における需要の伸びが加速していることを背景に、資材調

達先・生産地・販売先の多様化が進み、完成車及び自動車部品それぞれにおける輸送手段・ルートも複雑化

しております。公開買付者としても、顧客毎に異なるニーズに対応した輸送手段・ルートを組み合わせる必

要があるとともに、部品毎の小口輸送や部品・完成車輸送のワンストップサービスなど、従来以上に顧客毎

のニーズに合わせた物流サービスの提供が求められていると考えております。

　これまで、公開買付者グループは自動車物流に強みを有し、公開買付者は主に完成車物流を、対象者は自

動車部品物流の面で独自に顧客サービスの向上に取り組んでまいりました。今後は両社がより連携し、公開

買付者が開発した運航・積荷管理のための先端技術、対象者が提供するサプライチェーンソリューション

等、完成車物流・自動車部品物流の技術とノウハウを融合することで、完成車・自動車部品輸送が一体化し

たワンストップのサービスを提供する等、幅広い顧客のニーズに応えるサービスの提供が可能となります。

　その結果、公開買付者においては、公開買付者の目指す運賃安定型事業の積み上げに寄与し、公開買付者

グループの高付加価値化と収益安定性の向上が実現するものと考えております。

　また、対象者においても、これまで主に自動車部品物流を中心に事業を展開してきたところ、公開買付者

が持つ完成車メーカーへのパイプラインを活かす事により、対象者の提供する物流サービスの高付加価値化

につながるとともに、営業力の強化が実現するものと考えているとのことです。

 

B)グローバルネットワークの相互活用による顧客接点の拡大と営業力強化を通じた競争力向上

　顧客の海外輸出入に係る幅広いニーズに応えるべく、公開買付者は世界40ヵ国以上、350拠点以上の海外

拠点を保有し、対象者は世界43の国と地域に500箇所以上の海外拠点を保有しているとのことです。両社に

とってこれらの海外拠点は、当該国・地域において情報収集や対顧客営業を行う上で最前線としての重要な

役割を担っており、グローバルプレゼンスの維持・向上を図るためにも、必要不可欠な経営資源と位置付け

ております。

　現在予定されている邦船３社の定期コンテナ船事業の統合により、公開買付者の海外拠点の一部は新会社

へ移管することが検討されておりますが、公開買付者は、今後は、公開買付者と対象者の両社における海外

拠点の集約・相互利用を行うことで、今回の完全子会社化を通じて海外における最前線の機能を維持・強化

することが可能となり、新規顧客の開拓・迅速な情報収集・新規ビジネス機会の創出を通じて、グローバル

プレゼンスの更なる向上を図る事が出来ると考えております。その結果、海外市場において顧客接点の拡大

と営業力の強化が実現することから、特に今後も大きな成長が見込まれるアジア・新興国市場においては、

競合他社に先んじた一層の事業拡大によって、競争力の向上が可能となると考えております。

　また、対象者においても、海外における競合他社との競争が激化する中で、顧客接点の拡大と営業力強化

を通じた競争力向上が可能となり、対象者の強みである海外事業をより強化できると考えているとのことで

す。

 

C)公開買付者グループ内の事業連携の深化を通じた収益力と競争力の強化

　公開買付者グループの一般貨物輸送事業においては、多様化・複雑化する顧客ニーズに対応すべく、公開

買付者・対象者を含むグループ各社が物流・コンテナ船・航空運送等の分野において連携・協働を促進し、

更なる輸送サービスの多様化・高付加価値化を目指してまいりましたが、公開買付者は、公開買付者と対象
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者が一層の収益力と競争力強化を目指す上では、これまで以上に幅広く協働の機会を模索する必要があるも

のと考えております。

　今後は、公開買付者・対象者を含むグループ各社が展開する各事業の連携をより密接に行うことで、公開

買付者グループ全体で下記の取り組みを推進してまいります。

●既存の事業連携の深化

　公開買付者・対象者を含むグループ各社は主に一般貨物輸送事業において、海上輸送・航空運送・物流

を組み合わせることによってサービスの多様化に努めてまいりました。今後は各事業の連携を更に深化さ

せ、海上輸送・航空輸送・陸上輸送の一貫輸送等のサービスをより一層拡充することで、公開買付者及び

対象者の更なる収益力と競争力の強化が実現するものと考えております。

●新たな事業連携機会の顕在化

　従来独自に事業展開を行っていた公開買付者の事業と対象者の物流事業において、新たな事業連携を推

進してまいります。顧客接点の拡大を通じたプロジェクトカーゴの新規輸送サービス等、多様な物流サー

ビスを提供することが可能となり、公開買付者及び対象者の新たな収益源として付加価値の向上と競争力

の強化に寄与するものと考えております。

 

D)公開買付者・対象者を含むグループ各社における経営資源の有効活用によるコーポレートガバナンスとグ

ループ経営力の強化

　公開買付者グループでは、ＩＴ投資を通じたシステム化や業務プロセスの改善を推進するとともに、「グ

ループ経営改革」において人材を含めた経営資源の有効活用と適正配置を進め、運営体制の効率化と、内部

統制の整備・向上に取り組んでおります。加えて、資本効率を重視する観点から、キャッシュマネージメン

トシステム等を活用したグループ内金融による資金効率向上に取り組むなど、グループ企業の競争力強化を

図っております。

　今後は公開買付者と対象者において、情報・技術・システム・ノウハウ等の共有を通じた連携を促進する

とともに、人材交流をより密接に行うことで、公開買付者と対象者間における組織と機能の相互連携・経営

資源の最適配分が可能となります。また、グループ内金融の活用を通じ、対象者の資金調達の柔軟性が高ま

ることから、より戦略的かつ機動的な投資を実行する事が可能となります。

　その結果、公開買付者グループにおける内部統制の一層の強化、多彩なグループ事業に精通した人材の育

成、各種業務プロセスの更なる効率化が見込まれるなど、コーポレートガバナンスとグループ経営力の強化

が実現すると考えております。

　また、対象者においても、公開買付者の経営資源、特に公開買付者の資金力・信用力を有効に活用するこ

とで、対象者単独では困難であった、大規模かつ機動的な投資が実現すると考えているとのことです。

 

（ⅳ）対象者における意思決定の過程及び理由

　対象者は、上記「（ⅱ）公開買付者が本公開買付けを実施するに至った経緯」に記載のとおり、平成29年

７月中旬に公開買付者からの本公開買付けを含む本取引に関する上記の提案を受け、下記「４　買付け等の

期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開

買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担

保するための措置）」に記載のとおり、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」と

いいます。）の公正性その他本公開買付けを含む本取引の公正性を担保すべく、公開買付者及び対象者から

独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザー

としてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任するとともに、本取引に関する提案を検討するために対

象者の諮問機関として第三者委員会を設置し、本取引の目的、本取引後の経営体制・方針、本取引の諸条件

等について、公開買付者との間で、複数回に亘る協議・検討を重ねてきたとのことです。

　また、本取引の諸条件等のうち本公開買付価格については、対象者は、平成29年７月中旬に公開買付者か

ら上記の提案を受けた後、公開買付者との間で継続的に交渉を行ったとのことです。上記交渉において、平

成29年９月下旬に公開買付者より初期的な価格の提示を受けたことに対応し、対象者は、野村證券より、対

象者株式の株式価値算定に係る助言及び財務的見地からの助言を得るとともに、第三者委員会からの意見も

参照しつつ、公開買付者と協議を重ねたとのことです。その結果、平成29年10月下旬に、公開買付者から、

以下に記載するとおり対象者の株主の皆様に対して相当なプレミアムを付した価格での株式売却の機会を提

供する価格であると対象者が判断する、１株当たり1,500円とする最終提案を受けるに至ったとのことで

す。

　また、対象者は、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本公開買付

けを含む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定に

あたっての留意点について法的助言を受けるとともに、第三者委員会から平成29年10月30日付で答申書（以

下「本答申書」といいます。）の提出を受けたとのことです（本答申書の概要及び第三者委員会の具体的な

活動内容等については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）

買付等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避
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するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」の「④　対象者における独立した第三

者委員会の設置」をご参照ください。）。その上で、対象者は、リーガル・アドバイザーであるアンダーソ

ン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言及び第三者算定機関である野村證券から平成29年10月30日付

で取得した対象者株式に係る株式価値算定書（以下「対象者株式価値算定書」といいます。）の内容を踏ま

えつつ、第三者委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引により対象者の企業

価値の向上を図ることができるか、本取引における本公開買付価格その他の条件は妥当なものか等の観点か

ら慎重に協議・検討を行ったとのことです。

 

　上記「（ⅱ）公開買付者が本公開買付けを実施するに至った経緯」に記載のとおり、対象者を取り巻く事

業環境は、今後大きな変化に直面する可能性があり、顧客のみならず航空輸送に関しては、貨物搭載スペー

スの確保においても、競合他社との競争がより一層激化する様相を呈しているとのことです。

　かかる状況下において、対象者の中長期的な収益力・競争力の向上を実現し、中長期経営計画

“TRANSFORM 2025”の完遂のためには、フォワーディング事業とロジスティクス事業を中心とした地域戦略

の強化とともに、組織体制の最適化やビジネスプロセスの効率化などの抜本的な事業改革の実行を図ってい

く必要があるとのことです。また、今後対象者がより発展的に成長していくために成長領域への積極的な投

資や、業務基盤の強化のためのＩＴ投資等が重要となるとのことです。こうした施策の実現にあたっては、

公開買付者の完全子会社となることにより、対応がより確実になると考えているとのことです。

　上記「（ⅱ）公開買付者が本公開買付けを実施するに至った経緯」に記載のとおり、両社の事業連携の深

化を通じて自動車関連物流をはじめ一連のサプライチェーンソリューションの提供が可能になり、両社のグ

ローバルネットワークの相互活用による顧客接点の拡大と営業力強化を通じて顧客の海外物流に係る幅広い

ニーズに応えることで、対象者のフォワーディング事業とロジスティクス事業を中心とした地域戦略の強化

が可能になると考えているとのことです。

　また、管理部門・事業部門・営業部門を中心とした組織体制の強化・効率化が可能となると考えていると

のことです。特に、研究開発・調査部門においては、公開買付者と対象者が持つナレッジを共有すること

で、物流技術の改善・開発、顧客業界マーケティング力の向上など対象者の研究機能・調査機能の大幅な強

化につながると考えているとのことです。

　更に、公開買付者の資金力・信用力を有効に活用することで、大型のＩＴ投資やＭ＆Ａの実行、資本業務

提携をはじめ、対象者単独では困難であった、大規模な投資の可能性が広がるとのことです。また、意思決

定の迅速化を進め、より機動的な投資の実行を可能にすることで、事業環境の急速な変化に対応していくこ

とが可能となると考えているとのことです。

　以上より、本取引により公開買付者の完全子会社となり公開買付者グループとの強固な連携を実現するこ

とは、対象者の経営にとって必要な諸施策の実行に寄与するだけでなく、従前、限定的であった公開買付者

グループとの間の経営資源及びノウハウ等の相互活用を可能とし、今後の対象者の発展に資するものである

と考えているとのことです。その結果、対象者としては、平成29年10月31日開催の取締役会において、本取

引は対象者の企業価値の一層の向上に資するものであるとの結論に至ったとのことです。

　また、本公開買付価格が、(a)下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」

の「(2）買付等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相

反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」の「②　対象者における独立

した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載されている野村證券による対象者株式の株式価値

の算定結果のうち、市場株価平均法による算定結果の範囲を上回っており、また、類似会社比較法及びディ

スカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の算定結果の範囲内であるこ

と、(b)本公開買付価格が、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの公表日の前営業日である

平成29年10月30日の対象者株式の普通取引終値1,018円に対して47.35％（小数点以下第三位を四捨五入。以

下、プレミアムの計算において同じとします。）、同日までの過去１ヵ月間の普通取引終値の単純平均値

1,046円（小数点以下四捨五入。以下、普通取引終値の単純平均値の計算において同じとします。）に対し

て43.40％、同日までの過去３ヵ月間の普通取引終値の単純平均値1,030円に対して45.63％、同日までの過

去６ヵ月間の普通取引終値の単純平均値1,031円に対して45.49％のプレミアムをそれぞれ加えた価格である

と考えられること、(c)下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）

買付等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避

するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」に記載の利益相反を解消するための措

置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、(d)上記利益相反を解消す

るための措置が採られた上で、対象者と公開買付者の間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の

協議・交渉が行われ、更に野村證券による対象者株式の株式価値に係る算定結果の内容や第三者委員会との

協議等を踏まえながら、真摯且つ継続的に協議・交渉が行われた結果として提案された価格であること等を

踏まえ、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して相当なプレミアムを付した価格での株式売却の機会

を提供するものであると判断したとのことです。
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　以上より、平成29年10月31日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとと

もに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。

 

②　本公開買付け後の経営方針

　本取引後の経営方針については、公開買付者は、対象者及び他のグループ会社とともに更なる企業価値の向上

に向けた経営を継続する方針であり、本取引後も対象者の事業特性、対象者の強みを十分に活かした経営を行

い、対象者事業の強化を図ってまいります。また、公開買付者は、本取引後、期待されるシナジー効果をできる

限り早期に実現することを第一として、人材等の両社の経営資源を活用し、必要な施策とその推進体制について

対象者と協議のうえ、速やかに実行していく考えです。

　本取引後の経営体制については、本書提出日現在未定ですが、今後、公開買付者及び対象者との間の事業シナ

ジーの実現に向けて最適な体制を検討していく予定です。

 

(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を

担保するための措置

　公開買付者及び対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との

重要な取引等に該当することに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため

の措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下の措置を実施しております。

　なお、公開買付者は、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」（Majority of Minority）の買付予定数

の下限を設定しておりませんが、公開買付者及び対象者において以下①乃至⑥の措置を講じていることから、対象

者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。

 

①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

②　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

③　対象者における独立した法律事務所からの助言

④　対象者における独立した第三者委員会の設置

⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の

意見

⑥　他の買付者からの買付機会を確保するための措置

 

　以上の詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付

け等の価格」の「算定の基礎」及び「算定の経緯」をご参照ください。

 

(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

　公開買付者は、最終的には対象者株式の全てを取得することを目的として、本公開買付けを実施しますが、本公

開買付けにおいて対象者株式の全てを取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開買付け成立後に、以下の

方法により、対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続を実施することを予定しております。

　公開買付者は、本公開買付けの成立により、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の

議決権の数の90％以上となり、公開買付者が会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社

法」といいます。）第179条第１項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やか

に、会社法第２編第２章第４節の２の規定により、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主（対象者及び公

開買付者を除きます。）の全員に対し、その所有する対象者株式の全部を売り渡すことを請求（以下「本株式売渡

請求」といいます。）することを予定しております。

　本株式売渡請求においては、対象者株式１株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主

（対象者及び公開買付者を除きます。）に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その

旨を対象者に通知し、対象者に対し本株式売渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会決議により本株式売

渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買

付者は、本株式売渡請求において定めた取得日をもって、対象者の株主（対象者及び公開買付者を除きます。）の

全員が所有する対象者株式の全部を取得します。そして、当該各株主の所有していた対象者株式１株当たりの対価

として、公開買付者は、当該各株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。なお、対象者プレ

スリリースによれば、公開買付者より本株式売渡請求をしようとする旨の会社法第179条の２第１項各号の事項に

ついて通知を受けた場合には、対象者の取締役会は、公開買付者による本株式売渡請求を承認する予定であるとの

ことです。

　本株式売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、会社法第179条の８その他

関係法令の定めに従って、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主は、裁判所に対して、その所有する対象

者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、上記申立てがなされた場合の

売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
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　他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数

の90％未満である場合には、公開買付者は、対象者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及

び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時

株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者

に要請する予定であり、公開買付者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。

　本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認いただいた場合には、対象者の株主の皆様は、本株式

併合がその効力を生じる日において、本臨時株主総会において承認が得られた本株式併合の割合に応じた数の対象

者株式を所有することになります。本株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、

対象者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計し

た数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じとします。）に相当する対象

者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の

合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の

株主（対象者及び公開買付者を除きます。）の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有

していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行

うことを対象者に要請する予定です。

　本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが対象者株式（対象者が所有する自

己株式を除きます。）を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主（対象者及び公

開買付者を除きます。）の皆様の所有する対象者株式の数が１株に満たない端数となるように決定する予定です。

　また、本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合がなされた場

合であって、本株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の４及

び第182条の５その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち１株

に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象

者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。上記のとおり、本株式併合においては、本

公開買付けに応募されなかった対象者の株主（対象者及び公開買付者を除きます。）の皆様が保有する対象者株式

の数は１株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主は、会社法第182条の４及び

第182条の５その他の関係法令の定めに従い、価格決定の申立てを行うことができることになる予定です。なお、

上記申立てがなされた場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。

　上記各手続については、関係法令の改正や、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買

付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の対象者の株主の対象者株式の所有状況等によっては、実施に時間を要

し、又はそれと概ね同等の効果を有するその他の方法に変更する可能性があります。

　但し、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主（対象者及び公開買付者を除きます。）

に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額

については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する

予定です。

　以上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、決定次第、対象者が速やかに公表する予定で

すが、本株式売渡請求の方法による場合は、公開買付者において、対象者に対する株式売渡請求をしようとする旨

の会社法第179条の２第１項各号の事項についての通知について平成29年12月下旬を目途に、また、その取得日に

ついて平成30年１月下旬を目途に、それぞれ設定して実施する予定です。他方で、本株式併合の方法による場合

は、対象者において、公開買付者からの要請に基づき本臨時株主総会の開催について平成30年２月中旬を目途に、

また、その効力発生日について同年３月下旬を目途に、それぞれ設定して実施する予定とのことです。

　なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものではありません。加

えて、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が自らの

責任にて税務専門家にご確認いただきますようお願いいたします。

 

(5）上場廃止となる見込み及びその事由

　対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、公開買付者は、本公開買付

けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場廃止基

準に従って、対象者株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点

では当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、上記「(4）本公開買付け後の組織

再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、対象者株式の全ての取得を目的とした手続

を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の

手続を経て上場廃止となります。なお、対象者株式が上場廃止となった後は、対象者株式を東京証券取引所市場第

一部において取引することはできません。

 

(6）本公開買付けに係る重要な合意に関する事項

　該当事項はありません。
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４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

（１）【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

買付け等の期間 平成29年11月１日（水曜日）から平成29年12月14日（木曜日）まで（30営業日）

公告日 平成29年11月１日（水曜日）

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

電子公告アドレス

（http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）

 

②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

　該当事項はありません。

 

③【期間延長の確認連絡先】

　該当事項はありません。
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（２）【買付け等の価格】

株券 普通株式１株につき金1,500円

新株予約権証券 －

新株予約権付社債券 －

株券等信託受益証券

（　　　　　）

－

株券等預託証券

（　　　　　）

－

算定の基礎 　公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第

三者算定機関である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に対して、対象者の株式価値評価分

析を依頼しました。なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、公開買付者及び対象者の

関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

 　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、市場株価分析、類似企業比較分析及びディスカウ

ンテッド・キャッシュ・フロー分析（以下「ＤＣＦ分析」といいます。）の各手法を用いて対

象者株式の株式価値分析を行い、公開買付者は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から平成

29年10月30日付で株式価値算定書（以下「本株式価値算定書」といいます。）を取得いたしま

した。なお、公開買付者は、本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオ

ン）を取得しておりません。

 　上記各手法において分析された対象者株式の１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとお

りです。

  

 市場株価分析　　　　1,018円から1,046円

 類似企業比較分析　　871円から1,697円

 ＤＣＦ分析　　　　　1,248円から1,792円

  

 　市場株価分析では、平成29年10月30日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における

対象者株式の基準日の普通取引終値1,018円、直近１ヵ月間（平成29年10月２日から平成29年

10月30日まで）の普通取引終値の単純平均値1,046円、直近３ヵ月間（平成29年７月31日から

平成29年10月30日まで）の普通取引終値の単純平均値1,030円及び直近６ヵ月間（平成29年５

月１日から平成29年10月30日まで）の普通取引終値の単純平均値1,031円を基に、対象者株式

１株当たりの価値の範囲を1,018円から1,046円までと分析しております。

 　類似企業比較分析では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価と収益

等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を分析し、対象者株式の１株当たりの

価値の範囲を871円から1,697円までと分析しております。

 　ＤＣＦ分析では、対象者の事業計画、直近までの業績の動向、一般に公開された情報、本取

引の実行により得られる効果等の諸要素を考慮した平成30年３月期以降の対象者の将来の収益

予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引

率で現在価値に割り戻して企業価値や株式価値を分析し、対象者株式の１株当たりの価値の範

囲を1,248円から1,792円までと分析しております（注）。

 　公開買付者は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から取得した本株式価値算定書の算定

結果に加え、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われた本公開買付

けと同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例（親会社による上場子会社の完全

子会社化を前提とした公開買付けの事例）において買付け等の価格決定の際に付与されたプレ

ミアムの実例、対象者株式の市場株価の動向、平成29年７月下旬から９月下旬に実施した対象

者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的

に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に平成29年10月31日に、本公開買

付価格を１株当たり1,500円とすることを決定いたしました。
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 　なお、本公開買付価格である１株当たり1,500円は、公開買付者による本公開買付けの公表

日の前営業日である平成29年10月30日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の普通

取引終値1,018円に対して47.35％、過去１ヵ月間（平成29年10月２日から平成29年10月30日ま

で）の普通取引終値の単純平均値1,046円に対して43.40％、過去３ヵ月間（平成29年７月31日

から平成29年10月30日まで）の普通取引終値の単純平均値1,030円に対して45.63％、過去６ヵ

月間（平成29年５月１日から平成29年10月30日まで）の普通取引終値の単純平均値1,031円に

対して45.49％のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。また、本公開買付価格1,500円

は、本書提出日の前営業日である平成29年10月31日の東京証券取引所市場第一部（前場）にお

ける対象者株式の普通取引終値1,019円に対して、47.20％のプレミアムを加えた金額となりま

す（本公開買付けの公表を平成29年10月31日の前場終了から後場開始迄の間に行っているた

め、前場終値に対するプレミアムを記載しております）。

算定の経緯 （本公開買付価格の決定に至る経緯）

 　これまで公開買付者と対象者は、企業価値向上を目的とした事業戦略を独自に進め、それぞ

れにおいて顧客接点の拡大と営業力の強化を図ってまいりましたが、従来以上に顧客毎の幅広

いニーズに応え、公開買付者グループとして中期経営計画・全社プロジェクトに基づいた施策

を確実に推進し成長を続けていくためには、従前より中核事業に位置付けてきた物流事業をよ

り一層強化することが不可欠であると考えております。両社が従来以上に一体となった運営を

行うことにより、事業戦略の一元化と意思決定のスピードアップを図るとともに、グループ力

の更なる強化を通じた付加価値の向上並びに差別化戦略を推進するためには、公開買付者は対

象者を完全子会社化することが望ましいと判断したことから、平成29年２月頃から本取引の検

討を開始し、平成29年７月中旬に対象者へ完全子会社化に関する提案を行いました。当該提案

を契機として、公開買付者は、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバ

イザー及び第三者算定機関として三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券を、リーガル・アドバ

イザーとして長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任しました。その後、公開買付者は、

同年７月下旬から、対象者の了解を得て、対象者に対するデュー・ディリジェンスを行い、同

デュー・ディリジェンスは同年９月下旬に終了しております。他方、対象者は、公開買付者及

び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券

を、リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所をそれぞれ選任し、

さらに利益相反回避のため第三者委員会（当該第三者委員会の構成及び具体的な活動内容等に

ついては、下記「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた

めの措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」の「④　対象者における独立し

た第三者委員会の設置」をご参照ください。）を設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制

を構築したとのことです。また、更なるグループ経営の推進による事業の強化や経営の合理化

といった両社の企業価値の向上を目的とした諸施策について、平成29年９月上旬に公開買付者

及び対象者の間で協議を実施し、その後も公開買付者として検討を重ねてまいりました。その

結果、公開買付者は平成29年10月31日開催の取締役会において、対象者を完全子会社化するこ

とが、公開買付者グループ全体の企業価値向上に最適であるとの結論に至り、対象者の完全子

会社化に向けた本公開買付けの実施を決議いたしました。また、公開買付者は、以下の経緯に

より本公開買付価格を決定いたしました。

  

 （ⅰ）算定の際に意見を聴取した第三者の名称

 　公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際し、公開買付者及び対象者から独立し

た第三者算定機関としてファイナンシャル・アドバイザーである三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券に対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼しており、公開買付者

は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から平成29年10月30日に本株式価値算定書を

取得しております。なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は公開買付者及び対象

者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有し

ておりません。
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 （ⅱ）当該意見の概要

 　本株式価値算定書によると、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、市場株価分

析、類似企業比較分析及びＤＣＦ分析の各手法を用いて対象者株式の株式価値分析を行

いました。なお、公開買付者は、本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・

オピニオン）を取得しておりません。

 　上記各手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式の１株当たりの株式価値の

範囲はそれぞれ以下のとおりです。

  

 市場株価分析　　　　1,018円から1,046円

 類似企業比較分析　　871円から1,697円

 ＤＣＦ分析　　　　　1,248円から1,792円

  

 （ⅲ）当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯

 　公開買付者は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から取得した本株式価値算定書

の算定結果に加え、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われ

た本公開買付けと同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例（親会社によ

る上場子会社の完全子会社化を前提とした公開買付けの事例）において買付け等の価格

決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者株式の市場株価の動向、平成29年７月

下旬から９月下旬に実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本公開

買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏

まえ、最終的に平成29年10月31日に、本公開買付価格を１株当たり1,500円とすること

を決定いたしました。

  

 （本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公

開買付けの公正性を担保するための措置）

 　公開買付者及び対象者は、対象者が本書提出日現在において公開買付者の連結子会社であ

り、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することに鑑み、本公開買

付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの

公正性を担保するための措置として、それぞれ以下のような措置を実施しました。

 　なお、公開買付者としては、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」（Majority

of Minority）の買付予定数の下限を設定しておりませんが、公開買付者及び対象者において

以下①乃至⑥の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされ

ていると考えております。

 　以下の記載のうち対象者において実施した措置等については、対象者プレスリリース及び対

象者から受けた説明に基づくものです。

  

 ①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

 　公開買付者は、平成29年10月30日付けで三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から本株

式価値算定書を取得しております。詳細については、上記「算定の基礎」をご参照くださ

い。

  

 ②　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

 　対象者取締役会は、公開買付者から提示された本公開買付価格に対する意思決定の過程

における公正性を担保するために、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機関で

ある野村證券に対象者株式の株式価値の算定を依頼することとしたとのことです。

 　野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者株式が東京証券取

引所市場第一部に上場していることから市場株価平均法を、対象者と比較可能な上場会社

が存在し、類似会社比較による対象者株式の株式価値の類推が可能であることから類似会

社比較法を、将来の事業活動の状況を算定に反映するためにＤＣＦ法を用いて対象者株式

の株式価値の算定を行い、対象者は野村證券から平成29年10月30日付で、対象者株式価値

算定書を取得したとのことです。また、対象者は、野村證券から本公開買付価格の公正性

に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得していないとのことです。
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 　野村證券によれば、対象者株式の株式価値算定にあたり、採用した手法及び当該手法に

基づいて算定された対象者株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことで

す。

  

 市場株価平均法　　1,018円から1,046円

 類似会社比較法　　０円から2,260円

 ＤＣＦ法　　　　　911円から2,044円

  

 　市場株価平均法では、平成29年10月30日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取

引所市場第一部における基準日終値1,018円、直近１週間の終値単純平均値1,020円、直近

１ヵ月間の終値単純平均値1,046円、直近３ヵ月間の終値単純平均値1,030円及び直近６ヵ

月間の終値単純平均値1,031円を基に、対象者株式の１株当たりの株式価値の範囲は、

1,018円から1,046円までと算定しているとのことです。

 　類似会社比較法では、国内にて上場しているフォワーディング事業を営む物流事業会社

のうち、日本通運株式会社、株式会社日立物流、株式会社近鉄エクスプレス、トランコム

株式会社、株式会社日新、株式会社エーアイティー、及び内外トランスライン株式会社を

類似会社として選定した上、企業価値に対する償却前営業利益の倍率（以下「ＥＢＩＴＤ

Ａマルチプル」といいます。）、企業価値に対する営業利益の倍率及び時価総額に対する

純利益の倍率を用いて、対象者の株式価値を算定し、その１株当たりの株式価値の範囲

は、０円から2,260円までと算定しているとのことです。

 　ＤＣＦ法では、対象者が作成した平成30年３月期から平成32年３月期までの事業計画に

基づく収益予測や投資計画等、合理的と考えられる前提を考慮した上で、対象者が平成30

年３月期第３四半期以降、将来生み出すフリー・キャッシュ・フローを基に、事業リスク

に応じた一定の割引率で現在価値に割り戻して企業価値を評価しているとのことです。割

引率は、6.50％～7.00％を採用しており、継続価値の算定にあたってはマルチプル法及び

永久成長率法を採用し、ＥＢＩＴＤＡマルチプルを5.0倍～6.0倍、永久成長率を－

0.25％～0.25％として算定し、その１株当たりの株式価値の範囲は、911円から2,044円ま

でと算定しているとのことです。

 　野村證券が、ＤＣＦ法の算定の前提とした対象者の事業計画に基づく財務予測は以下の

とおりとのことです。以下の財務予測には大幅な増減益が見込まれているとのことです。

具体的には、平成30年３月期において、フォワーディング事業では、貨物搭載スペースの

需給関係及び米州並びに欧州の景気回復を背景とした仕入れ運賃の上昇により粗利の改善

に時間を要しており、また、ロジスティクス事業では、米州の内陸輸送で取扱いが低迷し

たほか、欧州や南アジア・オセアニアでは販売拡大を推進する過程において販管費が上昇

し、一部地域では経済成長鈍化の影響もあり荷動きが伸び悩んだことにより営業利益の減

少が見込まれているとのことです。他方で、平成31年３月期以降から平成32年３月期にか

けて、フォワーディング事業では、取扱量の増大を背景とした仕入価格の低減による粗利

益の改善や業務プロセスの標準化並びにＩＴシステムの統合による販管費の圧縮が見込ま

れており、また、ロジスティクス事業では、顧客ニーズに応じた付加価値の高いサプライ

チェーンサービスに注力するとともに、不採算倉庫サイト及び米国の内陸輸送事業の収支

改善、倉庫在庫管理情報システムの統一化等によって大幅な営業利益の改善が見込まれて

いるとのことです。また、当該財務予測は本件の実施を前提としたものではないとのこと

です。

  

 
 

（単位：百万円）
 

 
平成30年３月期

（６カ月）
平成31年３月期 平成32年３月期

営業収益 243,592 520,000 570,000

営業利益 2,495 10,000 14,000

ＥＢＩＴＤＡ 5,640 16,460 21,173

フリー・キャッシュ・フロー △6,682 △4,710 1,425
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 ③　対象者における独立した法律事務所からの助言

 　対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定過程における

透明性及び合理性を確保するため、公開買付者及び対象者から独立したリーガル・アドバ

イザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開

買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点につ

いて、必要な法的助言を受けているとのことです。また、アンダーソン・毛利・友常法律

事務所は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載

すべき重要な利害関係を有していないとのことです。

  

 ④　対象者における独立した第三者委員会の設置

 　対象者は、平成29年８月31日、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本公開買付け

を含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することを踏まえ、対象者の意思決定に

慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれ

を排除し、その公正性を担保する観点から、公開買付者及び対象者からの独立性が高い外

部の有識者を含む委員によって構成される第三者委員会（第三者委員会の委員としては、

公認会計士兼税理士の山﨑想夫氏（株式会社ＧＧパートナーズ　代表取締役）、弁護士の

仁科秀隆氏（中村・角田・松本法律事務所　パートナー）及び対象者社外監査役の佐谷信

氏を選定しているとのことです。）を設置しているとのことです。そして、対象者は、当

該第三者委員会に対して、(a)本取引の目的の正当性、(b)本取引に係る交渉過程の手続の

公正性、(c)本取引の条件（本取引により少数株主に交付される対価を含む。）の妥当性

の観点から(d)本取引が対象者の少数株主にとって不利益であるか否か（総称して、以下

「本諮問事項」といいます。）について諮問したとのことです。第三者委員会は、平成29

年９月19日より同年10月26日まで合計５回開催され、本諮問事項について、慎重に検討及

び協議を行ったとのことです。具体的には、対象者から、公開買付者による本取引の提案

を受けた経緯、本取引の目的、対象者の事業の状況及び今後の見通し、対象者作成にかか

る事業計画の内容等について説明を受け、質疑応答を行っているとのことです。また、公

開買付者からは、本取引を提案するに至った理由及び背景、本取引によって見込まれるシ

ナジー、本取引後に予定している公開買付者グループ及び対象者の事業の展開等について

説明を受け、質疑応答を行っております。更に、野村證券から対象者株式の価値の算定に

ついて説明を受けるとともに、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から対象者取締役会

の意思決定の方法及び過程等について説明を受け、それぞれ、質疑応答を行うとともに、

対象者からは公開買付者との間における協議・交渉の経緯及び内容等の報告を受けている

とのことです。これらの内容を踏まえ、第三者委員会は、野村證券及びアンダーソン・毛

利・友常法律事務所と議論を重ね、本取引の目的、意思決定過程及び本取引の条件（本取

引により少数株主に交付される対価を含む。）について協議・検討をしているとのことで

す。

 　第三者委員会は、このような経緯の下で、本諮問事項について慎重に協議及び検討した

結果、平成29年10月30日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内

容の本答申書を提出しているとのことです。

 （ⅰ）対象者には、中長期経営計画“TRANSFORM 2025”の実現、事業展開に当たっての

リスク軽減及び大型投資を可能とする信用力の増強という課題が存在しているとこ

ろ、本取引はこれらの課題のいずれにも資すると認められる上、本取引の実施の理

由は一見して不合理なものであるとは認められないこと、本取引実行後の実施を検

討している事業戦略について、一定の具体性のある提案がされていること、本取引

によって見込まれるシナジーに関する対象者側の説明と公開買付者側の説明とで矛

盾している点や大きな認識の齟齬がないことからすれば、本取引は、対象者の企業

価値向上に資するものと認められる。
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 （ⅱ）本取引では、本株式売渡請求及び本株式併合の各手続において株主に価格決定の

申立てを行う権利が認められていること、これらの手続において少数株主に対して

交付される金銭について本公開買付価格と同一の価格とすることが予定されている

こと等が開示されること、また、本取引に関して平成29年10月31日に開催予定の取

締役会において、公開買付者の経営委員を兼務している対象者取締役の神山亨氏を

除く取締役及び監査役全員が出席し、かつ、取締役の全員一致（及び監査役の全員

の賛同意見表明）により決議を行うことが予定されていること等、少数株主の適切

な判断機会の確保及び意思決定過程における恣意性の排除のために種々の措置が履

践されており、結論として、本取引においては、公正な手続を通じた少数株主の利

益への配慮がなされていると認められる。

 （ⅲ）本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）が

法定の最短期間である20営業日よりも比較的長期間である30営業日に設定されてい

ること等、価格の適正性を担保する客観的状況を確保するための対応がなされてい

る。また、野村證券により算定された、市場株価平均法、類似会社比較法、ＤＣＦ

法による対象者株式の価値算定との比較の観点や、（特に本取引と同時に公表する

対象者の通期連結業績予想の下方修正を踏まえていない市場株価との比較からみて

少数株主への不利益性を判断するという観点からは）直近の類似（親会社による上

場子会社の完全子会社化の案件）の公開買付けにおけるプレミアムとの関係でも遜

色のないプレミアムが確保されていること等を勘案すれば、本公開買付価格につい

てもその相当性が是認できる。更に、本取引において、少数株主が本公開買付け又

は本株式売渡請求若しくは本株式併合のいずれによって対価を得たとしても、本公

開買付価格と同額の対価を得ることが確保されている。したがって、本取引全体に

ついて、条件の公正性が確保されていると認められる。

 （ⅳ）以上の(ⅰ)乃至(ⅲ)を考慮すれば、本取引は、対象者の少数株主にとって不利益

なものでないと考えられる。

  

 ⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全

員の異議がない旨の意見

 　対象者は、平成29年７月中旬に公開買付者からの本取引の申し入れを受け、本公開買付

価格の公正性その他本公開買付けを含む本取引の公正性を担保すべく、ファイナンシャ

ル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして

アンダーソン・毛利・友常法律事務所を選定するとともに、本取引の提案を検討するため

の第三者委員会を設置し、本取引に関する提案を検討するための体制を整備したとのこと

です。その後、野村證券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を受けながら、

公開買付者との間で真摯な交渉を重ねた結果、平成29年10月24日に、本公開買付価格を

1,500円とする旨の最終提案を受けるに至ったとのことです。

 　対象者取締役会は、平成29年10月30日付で野村證券から取得した対象者株式の対象者株

式価値算定書、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言、平成29年10月30

日付で第三者委員会から提出を受けた本答申書その他の関連資料等を踏まえ、本取引に関

する諸条件について、慎重に協議・検討を行ったとのことです。

 　その上で、対象者取締役会は、対象者を取り巻く厳しい事業環境の中で、対象者が更な

る企業価値向上を実現するためには、上記「３　買付け等の目的」の「(2）本公開買付け

の実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方

針」の「①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の

「（ⅲ）本取引実行後の実施を検討している事業戦略」に記載の施策を実施することによ

り、公開買付者との強固な連携を実現し、対象者の経営にとって必要な諸施策を実行に移

すことを容易にするだけでなく、従前、限定的であった公開買付者グループとの間の経営

資源及びノウハウ等の相互活用を可能とすることが必要であるとの結論に至ったことか

ら、本公開買付けを含む本取引により公開買付者の完全子会社となることが対象者の企業

価値の向上に資するものであると判断したとのことです。

 

EDINET提出書類

日本郵船株式会社(E04235)

公開買付届出書

18/67



 
 　また、(ⅰ)本公開買付価格が、対象者が野村證券から平成29年10月30日付で取得した対

象者株式価値算定書における市場株価平均法による算定結果の範囲を上回っており、ま

た、類似会社比較法及びＤＣＦ法の算定結果の範囲内であること、(ⅱ)本公開買付価格

が、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの公表日の前営業日である平成29

年10月30日の対象者株式の普通取引終値1,018円に対して47.35％、同日までの過去１ヵ月

間の普通取引終値の単純平均値1,046円に対して43.40％、同日までの過去３ヵ月間の普通

取引終値の単純平均値1,030円に対して45.63％、同日までの過去６ヵ月間の普通取引終値

の単純平均値1,031円に対して45.49％のプレミアムをそれぞれ加えた価格であることを踏

まえ、対象者取締役会は、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象

者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的

な価格により対象者株式の売却機会を提供するものであると判断したとのことです。

 　以上により、対象者は平成29年10月31日開催の取締役会において、審議及び決議に参加

した全ての取締役の全員一致により、本公開買付けに賛同の意見を表明し、且つ、対象者

の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。

 　なお、対象者の取締役のうち、神山亨氏は、公開買付者の経営委員を兼務しているた

め、利益相反の疑いを回避する観点から、対象者の上記取締役会における本公開買付けに

係る議題の審議及び決議には参加しておらず、対象者の立場において公開買付者との協議

及び交渉にも参加していないとのことです。

 　また、当該取締役会には、対象者の監査役４名が審議に参加し、その全ての監査役が、

対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明し、且つ、対象者の株主の皆様に対し

て本公開買付けへの応募を推奨することに異議がない旨の意見を述べているとのことで

す。

  

 ⑥　他の買付者からの買付機会を確保するための措置

 　公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、

比較的長期間である30営業日に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付け

に対する応募につき適切な判断機会を提供するとともに、他の買付者による買付けの機会

を確保しております。

 　また、公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁

止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触するこ

とを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、

対抗的な買付け等の機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮して

おります。

　（注）　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、対象者株式の株式価値の算定に際し、公開買付者及び対象者から提

供を受けた情報並びに一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、す

べて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っており

ません。また、対象者及び対象者の関係会社の資産及び負債（簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みま

す。）に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。

加えて対象者の財務予測に関する情報については、対象者及び公開買付者による現時点で得られる最善の予測

と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の算定

は、平成29年10月30日までの上記情報を反映したものであります。
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（３）【買付予定の株券等の数】

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

17,033,918（株） 2,977,700（株） ―（株）

　（注１）　応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,977,700株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を

行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,977,700株）以上の場合は、応募株券等の全部の買

付け等を行います。

　（注２）　本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより

公開買付者が取得する可能性のある対象者株式の最大数（17,033,918株）を記載しております。なお、当該

最大数は、対象者四半期決算短信に記載された平成29年９月30日現在の対象者の発行済株式総数

（42,220,800株）から、公開買付者所有株式の数（25,135,084株）及び対象者四半期決算短信に記載された

平成29年９月30日現在対象者が所有する自己株式数（51,798株）を控除した株式数（17,033,918株）になり

ます。

　（注３）　単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満

株式買取請求権が行使された場合には、対象者は、法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取

ることがあります。

　（注４）　本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。
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５【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a) 170,339

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b) －

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権

の数（個）(c)
－

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(d) 251,350

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e) －

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権

の数（個）(f)
－

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g) 0

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(h) －

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権

の数（個）(i)
－

対象者の総株主等の議決権の数（平成29年３月31日現在）（個）(j) 421,264

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合

(a／j)（％）
40.39

買付け等を行った後における株券等所有割合

((a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100)（％）
100.00

　（注１）　「買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数

（17,033,918株）に係る議決権の数を記載しております。

　（注２）　「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」には、各特別関係者

（但し、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２

項第１号に基づき特別関係者から除外される者（以下「小規模所有者」といいます。）を除きます。）が所

有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、本公開買付けにおいては、特別関係者の

所有する株券等（但し、対象者の所有する自己株式を除きます。）についても買付け等の対象としているた

め、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る

議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」は分子に加算しておりません。

　（注３）　「対象者の総株主等の議決権の数（平成29年３月31日現在）（個）(j)」は、対象者第64期第１四半期報告

書に記載された平成29年３月31日現在の株主名簿に基づき記載された総株主の議決権の数（１単元の株式数

を100株として記載されたもの）です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても買付け等

の対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権に占める割合」及び「買

付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者四半期決算短信に記載された平成29

年９月30日現在の対象者の発行済株式総数（42,220,800株）から、対象者四半期決算短信に記載された平成

29年９月30日現在の対象者が所有する自己株式数（51,798株）を控除した株式数（42,169,002株）に係る議

決権数（421,690個）を分母として計算しております。

　（注４）　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後に

おける株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

６【株券等の取得に関する許可等】

　該当事項はありません。
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７【応募及び契約の解除の方法】

（１）【応募の方法】

①　公開買付代理人

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

　なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。

カブドットコム証券株式会社（復代理人）　　　東京都千代田区大手町一丁目３番２号

 

②　本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する売付け等の申込みをされる方（以下「応募株主等」と

いいます。）は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を

記載の上、公開買付期間末日の16時00分までに応募して下さい。なお、応募の際にはご印鑑をご用意下さい。

　復 代 理 人 で あ る カ ブ ド ッ ト コ ム 証 券 株 式 会 社 に よ る 応 募 の 受 付 は 、 同 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://kabu.com/）の「株式公開買付（TOB）」（https://kabu.com/item/tob/）に記載する方法によりログ

イン後画面を通じ必要事項を入力することで完了いたします。

 

③　公開買付代理人又は復代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要がありま

す。公開買付代理人又は復代理人に新規に口座を開設される場合、本人確認書類（注１）が必要になります。ま

た、既に口座を開設されている場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等

の詳細につきましては、公開買付代理人又は復代理人にお尋ね下さい。

 

④　株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人又は復代理人に開設した応募株主等名義の口

座（以下「応募株主等口座」といいます。）に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。その

ため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記

録されている場合（対象者の株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録さ

れている場合を含みます。）は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要がありま

す。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意下さい。また、一度応募株主等口座へ

振り替えられた応募株券等については再度上記特別口座へ記録することはできません。

 

⑤　本公開買付けにおいては、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行

われません。

 

⑥　応募の受付に際し、公開買付代理人又は復代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」が交

付されます。なお、復代理人による交付はログイン後画面を通じ電磁的方法により行います。

 

⑦　日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として

株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税（注２）の適用対象となります。

 

⑧　外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合、日本国内の常任

代理人を通じて公開買付代理人に応募して下さい。また、本人確認書類（注１）が必要になります。なお、復代

理人であるカブドットコム証券株式会社では、外国人株主からの応募の受付を行いません。

 

（注１）　本人確認書類について

＜個人＞

下記、Ａ～Ｃいずれかの書類をご提出ください。

Ａ Ｂ Ｃ

個人番号カード（両面）

（表面が住所等確認書類になりま

す。）

（個人番号）通知カード

＋

住所等確認書類

（下記アの中から１種類、又はイ及び

ウの中から２種類ご提出ください。）

住民票の写し、又は住民票記載事項証

明書（個人番号の記載のあるもの）※

＋

住所等確認書類

（下記ア又はイの中から１種類ご提出

ください。）
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〔住所等確認書類〕

ア ・運転免許証、又は運転経歴証明書

・旅券（パスポート）

・住民基本台帳カード（写真付きのもの）

・療育手帳

・身体障害者手帳

・在留カード、又は特別永住者証明書

イ ・各種健康保険証（現住所の記載のあるもの）

・国民年金手帳

・母子健康手帳

ウ ・印鑑登録証明書※

・住民票の写し、又は住民票記載事項証明書※

※は、６カ月以内に作成されたものに限ります。

 

＜法人＞

下記Ａ～Ｃの確認書類をご提出ください。

Ａ．法人番号確認書

類

・法人番号指定通知書

・法人番号印刷書類※

Ｂ．法人のお客さま

の本人確認書類

・登記事項証明書（登記簿謄本、抄本等）※

・官公庁から発行された書類等（６カ月以内に作成のもの、又は現在有効なもので、名称、本店

又は主たる事務所の所在地、及び事業の内容を確認できるもの）

Ｃ．お取引担当者の

本人確認書類

・個人番号カードの表面、又は上記＜個人＞の住所等確認書類アの中から１種類

・上記＜個人＞の住所等確認書類イの中から２種類、又はイ・ウの中から各１種類（計２種類）

・上記＜個人＞の住所等確認書類イ・ウの中から１種類（注）

（注）　「転送不要の書留等郵便物」をご送付いたしますので、そのお受取りをもって本人確

認手続き完了となります。お取引の開始が可能になるのは本人確認手続終了後となり

ますので、あらかじめご了承ください。

※は、６カ月以内に作成されたものに限ります。

 

＜外国人株主等＞

外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、「日本国政府の

承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人

確認書類に準じるもの」をご提出ください。

 

（注２）　日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（個人株主の場合）

日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、原則として申告分離課税が

適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、株主ご自身でご判断

いただきますようお願い申し上げます。

 

（２）【契約の解除の方法】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

公開買付代理人において契約の解除をされる場合は、公開買付期間末日の16時00分までに、応募の受付を行っ

た公開買付代理人の本店又は全国各支店に「公開買付応募申込受付票」及び本公開買付けに係る契約の解除を

行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付して下さい。契約の解除は、解除書面が以下

に指定する者に交付され、又は到達したときに効力を生じます。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期

間末日の16時00分までに以下に指定する者に到達することを条件とします。復代理人であるカブドットコム証

券株式会社を通じて応募された契約の解除をする場合は、同社のホームページ（https://kabu.com/）の「株

式公開買付（TOB）」（https://kabu.com/item/tob/）に記載する方法によりログイン後画面を通じ公開買付

期間末日の16時00分までに解除手続を行って下さい。

 

解除書面を受領する権限を有する者

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

（その他三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社全国各支店）
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（３）【株券等の返還方法】

　応募株主等が上記「(2）契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た

場合には、解除手続終了後速やかに、下記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法によ

り応募株券等を返還します。

 

（４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

カブドットコム証券株式会社（復代理人）　　　　東京都千代田区大手町一丁目３番２号

 

８【買付け等に要する資金】

（１）【買付け等に要する資金等】

買付代金（円）(a) 25,550,877,000

金銭以外の対価の種類 ―

金銭以外の対価の総額 ―

買付手数料(b) 100,000,000

その他(c) 10,000,000

合計(a)＋(b)＋(c) 25,660,877,000

　（注１）　「買付代金（円）(a)」欄には、買付予定数（17,033,918株）に１株当たりの本公開買付価格（1,500円）を

乗じた金額を記載しております。

　（注２）　「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

　（注３）　「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費

用につき、その見積額を記載しております。

　（注４）　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後ま

で未定です。

　（注５）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】

種類 金額（千円）

当座預金 40,000,000

計(a) 40,000,000
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②【届出日前の借入金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計 ―

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ―

 

③【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計(b) ―

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

― ― ― ―

計(c) ―

 

④【その他資金調達方法】

内容 金額（千円）

― ―

計(d) ―

 

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

40,000,000千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)）

 

（３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

　該当事項はありません。
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９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

　該当事項はありません。

 

１０【決済の方法】

（１）【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

カブドットコム証券株式会社（復代理人）　　　　東京都千代田区大手町一丁目３番２号

 

（２）【決済の開始日】

平成29年12月21日（木曜日）

 

（３）【決済の方法】

　公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場合はその

常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。なお、復代理人による交付はログイン後画面を通じ電磁的方

法により行います。

　買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主の場合はそ

の常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等（外

国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

 

（４）【株券等の返還方法】

　下記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(1）法第27条の13第４条各号に掲げる条件の有無及び内

容」及び「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき

応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日（公開買付けの撤回等

を行った場合は撤回等を行った日）以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すこと

により返還します。

 

１１【その他買付け等の条件及び方法】

（１）【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

　応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,977,700株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を

行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,977,700株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付

け等を行います。

 

（２）【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

　令第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第３号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第２項第３号乃至第６号

に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第１項第

３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類につ

いて、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場

合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知

ることができなかった場合をいいます。

　撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公

開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ち

に公告を行います。

 

（３）【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

　法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為を行った

場合には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買

付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、

公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その

後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等

についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
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（４）【応募株主等の契約の解除権についての事項】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

解除の方法については、上記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2）契約の解除の方法」に記載の方法に

よるものとします。

　なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することは

ありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合に

は、応募株券等は手続終了後速やかに上記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法によ

り返還します。

 

（５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

　公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６第１項及び令第13条第２項により禁止される場合を除き、買

付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電

子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難で

ある場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がな

された場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行い

ます。

 

（６）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

　公開買付者が公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出した場合（但し、法第27条の８第11項但書

に規定する場合を除きます。）は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した

内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、か

つ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正しま

す。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書

面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

（７）【公開買付けの結果の開示の方法】

　本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定す

る方法により公表します。
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第２【公開買付者の状況】

１【会社の場合】

（１）【会社の概要】

①【会社の沿革】

 

②【会社の目的及び事業の内容】

 

③【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

④【大株主】

平成　年　月　日現在
 

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式の数
（千株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
の数の割合（％）

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ― ― ―

 

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

平成　年　月　日現在
 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（千株）

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

計 ―

 

（２）【経理の状況】

①【貸借対照表】

 

②【損益計算書】

 

③【株主資本等変動計算書】
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（３）【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

①【公開買付者が提出した書類】

イ【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第130期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）　平成29年６月21日　関東財務局長

に提出

 

ロ【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第131期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）　平成29年８月９日　関

東財務局長に提出

　事業年度　第131期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）　平成29年11月９日　関

東財務局長に提出予定

 

ハ【訂正報告書】

　該当事項はありません。

 

②【上記書類を縦覧に供している場所】

日本郵船株式会社横浜支店

（横浜市中区海岸通三丁目９番地）

日本郵船株式会社名古屋支店

（名古屋市中区錦二丁目３番４号）

日本郵船株式会社関西支店

（神戸市中央区海岸通一丁目１番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

 

２【会社以外の団体の場合】

　該当事項はありません。

 

３【個人の場合】

　該当事項はありません。
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第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

１【株券等の所有状況】

（１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 252,679（個） （個） （個）

新株予約権証券 ―   

新株予約権付社債券 ―   

株券等信託受益証券（　　　） ―   

株券等預託証券（　　　　　） ―   

合計 252,679   

所有株券等の合計数 252,679   

（所有潜在株券等の合計数） （－）   

　（注１）　上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数の合計1,329個を含

めております。かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株

券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）

(g)」に含めておりません。

　（注２）　特別関係者である対象者は、平成29年９月30日現在、対象者株式51,798株を所有しておりますが、全て自己

株式であるため議決権はありません。

 

（２）【公開買付者による株券等の所有状況】

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 251,350（個） （個） （個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 251,350   

所有株券等の合計数 251,350   

（所有潜在株券等の合計数） （－） ― ―

　（注）　上記表には、公開買付者が所有する株券等の数の合計を記載しております。
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（３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 1,329（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 1,329 － －

所有株券等の合計数 1,329 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　特別関係者である対象者は、平成29年９月30日現在、対象者株式51,798株を所有しておりますが、全て自己

株式であるため議決権はありません。

　（注２）　上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数の合計1,329個を含

めております。かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株

券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）

(g)」に含めておりません。

 

（４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

①【特別関係者】

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 郵船ロジスティクス株式会社

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号

職業又は事業の内容 貨物運送事業、旅行事業等

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 特別資本関係を有する法人

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 郵船クルーズ株式会社

住所又は所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目2-1　横浜ランドマークタワー47階

職業又は事業の内容

クルーズ客船「飛鳥II」の保有、運航、クルーズ商品の企画開発、集客客船「飛鳥

II」に関連するロゴ商品の企画・販売

クリスタル・クルーズの日本地区販売総代理店

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 郵船港運株式会社

住所又は所在地 大阪市西区阿波座1-4-4　野村不動産四ツ橋ビル９階

職業又は事業の内容
港湾運送事業、貨物利用運送事業、船舶代理店業、海運仲立業、通関業、倉庫業、

古物商

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 郵船コーディアルサービス株式会社

住所又は所在地 東京都千代田区神田錦町1-6　住友商事錦町ビル10階

職業又は事業の内容 人材サービス、海運代理店、アウトソーシング

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 郵船不動産株式会社

住所又は所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番３号　郵船茅場町ビル

職業又は事業の内容

ビル、マンション、店舗の所有、賃貸

不動産のマスターリース・受託管理

コンストラクションマネジメント（CM）及び設計・監理

不動産売買、賃貸借の仲介・斡旋

アセットマネジメント

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 旭運輸株式会社

住所又は所在地 愛知県名古屋市港区入船２丁目４番６号

職業又は事業の内容
港湾運送事業、貨物利用運送事業、通関業、海運代理店業、倉庫業、その他関連事

業

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 株式会社ジェネック

住所又は所在地 福岡県北九州市門司区港町9-11門司港レトロスクエアセンタービル３階

職業又は事業の内容

港湾運送事業、内航海運業、外航海運業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事

業、倉庫業、通関業、海運代理店業、海運仲立業、航空運送代理店業、産業廃棄物

収集運搬業、電子機器及び部材、機械器具、金型、輸送機器の輸出入又は国内売買

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 八馬汽船株式会社

住所又は所在地 兵庫県神戸市中央区京町74番地

職業又は事業の内容 船舶運用、船舶管理

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 株式会社ユニエツクス

住所又は所在地 東京都品川区大井１丁目28番１号

職業又は事業の内容
港湾運送事業、倉庫業、海運貨物取扱業、通関業、貨物自動車運送事業、貨物利用

運送事業、内航海運業　他

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 倉本　博光

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 郵船ロジスティクス株式会社　代表取締役会長

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 水島　健二

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 郵船ロジスティクス株式会社　代表取締役社長

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 神山　亨

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容
郵船ロジスティクス株式会社　取締役

Managing Director of Yusen Global Freight Management Ltd

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 二見　昭夫

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容
郵船ロジスティクス株式会社　取締役

郵船トラベル株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 木村　敏行

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容

郵船ロジスティクス株式会社　取締役

郵船ロジリンク株式会社　取締役

郵船ロジテック株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 上田　康彦

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 郵船ロジスティクス株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 江川　豪雄

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 郵船ロジスティクス株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 中西　秀壽

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容

郵船ロジスティクス株式会社　常勤監査役

郵船ロジスティクス北関東株式会社　監査人

郵船ロジスティクス信州株式会社　監査役

郵船ロジスティクスつくば株式会社　監査役

郵船ロジスティクス東北株式会社　監査役

郵船ロジスティクス北陸株式会社　監査役

郵船ロジテック株式会社　監査役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 
 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 村上　章二

住所又は所在地
Taurusavenue 27A, Beukenhorst Zuid 2132 LS Hoofddorp The Netherlands

（Yusen Logistics （Europe） BV所在地）

職業又は事業の内容 Managing Director of Yusen Logistics （Europe） B.V.

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 中堂　康政

住所又は所在地 長野県岡谷市郷田1-3-1（郵船ロジスティクス信州株式会社所在地）

職業又は事業の内容

郵船ロジスティクス信州株式会社　取締役

郵船ロジスティクス北陸株式会社　取締役

旭運輸株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 小野　通世

住所又は所在地 福岡市博多区榎田２丁目2-34（郵船ロジスティクス九州株式会社所在地）

職業又は事業の内容
郵船ロジスティクス九州株式会社　取締役

郵船ロジスティクス中国株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 磯村　克生

住所又は所在地 東京都千代田区神田神保町2-2　波多野ビル（郵船トラベル株式会社所在地）

職業又は事業の内容
郵船トラベル株式会社　代表取締役社長

菱和ダイヤモンド航空サービス株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 谷川　秀二

住所又は所在地
東京都千代田区神田神保町二丁目２番地　波多野ビル６階（菱和ダイヤモンド航空

サービス株式会社所在地）

職業又は事業の内容 菱和ダイヤモンド航空サービス株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 萩原　健史

住所又は所在地
東京都品川区東品川4-10-27　住友不動産品川ビル（株式会社トランスコンテナ所

在地）

職業又は事業の内容 株式会社トランスコンテナ　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 米山　良幸

住所又は所在地 岡山県倉敷市昭和２丁目４番６号（郵船ロジスティクス中国株式会社所在地）

職業又は事業の内容 郵船ロジスティクス中国株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 山見　明弘

住所又は所在地 千葉県山武郡芝山町岩山1340-49（郵船ロジテック株式会社所在地）

職業又は事業の内容 郵船ロジテック株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 金井　隆一

住所又は所在地
愛知県刈谷市昭和町一丁目１番地　株式会社デンソー２号館（株式会社デンソー郵

船トラベル所在地）

職業又は事業の内容 株式会社デンソー郵船トラベル　監査役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 榎本　浩人

住所又は所在地

Level 31, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai

Chung, New Territories, Hong Kong （Yusen Logistics （Hong Kong） Ltd所在

地）

職業又は事業の内容 Managing Director of Yusen Logistics （Hong Kong） Ltd

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 川田　和男

住所又は所在地
Temas Building Lantai 3A, Jalan Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta

Utara 14350（PT Yusen Logistics Indonesia所在地）

職業又は事業の内容 Commissioner of PT Yusen Logistics Indonesia

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 清水　洋

住所又は所在地

Unit No.1202-1204,12F, 'Windfall',Sahar Plaza Complex, Sir M. V Road, J.B.

Nagar, Andheri-Kurla Road,Andheri （East）, Mumbai,400059,India（Yusen

Logistics （India） Pvt Ltd所在地）

職業又は事業の内容 Managing Director of Yusen Logistics （India） Pvt Ltd

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 山田　貴久

住所又は所在地
Phase 1 Access Road, Amvel Business Park, Brgy. San Dionisio, Sucat Road,

Paranaque City, 1708, Philippines（Yusen Logistics Philippines Inc所在地）

職業又は事業の内容 President of Yusen Logistics Philippines Inc

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 佐伯　龍彦

住所又は所在地
Lot No.C-14 Zone Thilawa Special Economic Zone, Yangon, Republic of the

Union of Myanmar（Yusen Logistics （Thilawa） Co Ltd所在地）

職業又は事業の内容 Managing Director of Yusen Logistics （Thilawa） Co Ltd

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 小玉　真也

住所又は所在地
West Wing, Ground Floor, 400, Deans Road, Colombo 10, Sri Lanka, Colombo,

Colombo, Sri Lanka（Yusen Logistics & Kusuhara Lanka （Pvt） Ltd所在地）

職業又は事業の内容 Director of Yusen Logistics & Kusuhara Lanka （Pvt） Ltd

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 矢内　伸弘

住所又は所在地
Temas Building Lantai 3A, Jalan Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta

Utara 14350（PT Yusen Logistics Indonesia所在地）

職業又は事業の内容 VP Director of PT Yusen Logistics Indonesia

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 杉田　忠之

住所又は所在地
Room 805, HITC Building, 239 Xuan Thuy Road, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay

District, Hanoi City, Vietnam（Yusen Logistics （Vietnam） Co Ltd所在地）

職業又は事業の内容 Director of Yusen Logistics （Vietnam） Co Ltd Director

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 磯崎　拓也

住所又は所在地
Theodorstr. 299, 40472 Düsseldorf（Yusen Logistics （Deutschland） GmbH所

在地）

職業又は事業の内容 Director of Yusen Logistics （Deutschland） GmbH

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 眞田　哲也

住所又は所在地
大阪市西区阿波座1-4-4　野村不動産四ツ橋ビル９階（郵船港運株株式会社所在

地）

職業又は事業の内容
郵船港運株式会社　代表取締役

郵船港運北海道株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 森本　新一

住所又は所在地
神奈川県横浜市中区海岸通３丁目９番地　横浜郵船ビル（３階）（丸池海運株式会

社所在地）

職業又は事業の内容 丸池海運株式会社　監査役

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 戸田　博史

住所又は所在地 東京都港区芝公園二丁目11番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 郵船ロジスティクス株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

EDINET提出書類

日本郵船株式会社(E04235)

公開買付届出書

40/67



 
（平成29年11月１日現在）

 

氏名又は名称 落石　政則

住所又は所在地 福岡県北九州市門司区浜町10番16号（九州産業運輸株式会社所在地）

職業又は事業の内容

九州産業運輸株式会社　監査役

九産福岡株式会社　監査役

アジアパシフィックマリン株式会社　監査役

末広海運株式会社　監査役

東洋港運株式会社　監査役

連絡先

連絡者　　日本郵船株式会社

経営企画本部　経営委員　企画グループ長　山本　昌平

連絡場所　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

電話番号　03-3284-5151

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 大村　哲

住所又は所在地
9F-10F, Longemont Yes Tower, No.369 Kaixuan Rd, Shanghai, P.R.China

（GUANGDONG YUSEN FREIGHT SERVICE CO., LTD.所在地）

職業又は事業の内容 Chairman of GUANGDONG YUSEN FREIGHT SERVICE CO., LTD.

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成29年11月１日現在）
 

氏名又は名称 平田　勝久

住所又は所在地

Unit 501, Bayon Supermarket Bulding, #33-34, Street 114, Sangkat Monorom,

Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia（YUSEN LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD.

所在地）

職業又は事業の内容 Managing Director of YUSEN LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD.

連絡先

連絡者　　郵船ロジスティクス株式会社

総務部　　近藤　操／廣木　祐介

連絡場所　東京都港区芝公園二丁目11番１号

電話番号　03-6703-8111

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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②【所有株券等の数】

郵船ロジスティクス株式会社

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 0（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 0 － －

所有株券等の合計数 0 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　特別関係者である対象者は、平成29年９月30日現在、対象者株式51,798株を所有しておりますが、全て自己株

式であるため議決権はありません。

 

郵船クルーズ株式会社

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 28（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 28 － －

所有株券等の合計数 28 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　郵船クルーズ株式会社は、小規模所有者に該当しますので、郵船クルーズ株式会社の「所有株券等の合計数」

は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関

係者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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郵船港運株式会社

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 28（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 28 － －

所有株券等の合計数 28 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　郵船港運株式会社は、小規模所有者に該当しますので、郵船港運株式会社の「所有株券等の合計数」は、上記

「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所

有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

郵船コーディアルサービス株式会社

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 28（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 28 － －

所有株券等の合計数 28 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　郵船コーディアルサービス株式会社は、小規模所有者に該当しますので、郵船コーディアルサービス株式会社

の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有

割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含め

ておりません。
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郵船不動産株式会社

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 57（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 57 － －

所有株券等の合計数 57 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　郵船不動産株式会社は、小規模所有者に該当しますので、郵船不動産株式会社の「所有株券等の合計数」は、

上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

旭運輸株式会社

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 28（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 28 － －

所有株券等の合計数 28 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　旭運輸株式会社は、小規模所有者に該当しますので、旭運輸株式会社の「所有株券等の合計数」は、上記「第

１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株

券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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株式会社ジェネック

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 57（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 57 － －

所有株券等の合計数 57 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　株式会社ジェネックは、小規模所有者に該当しますので、株式会社ジェネックの「所有株券等の合計数」は、

上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

八馬汽船株式会社

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 28（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 28 － －

所有株券等の合計数 28 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　八馬汽船株式会社は、小規模所有者に該当しますので、八馬汽船株式会社の「所有株券等の合計数」は、上記

「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所

有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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株式会社ユニエツクス

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 28（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 28 － －

所有株券等の合計数 28 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注）　株式会社ユニエツクスは、小規模所有者に該当しますので、株式会社ユニエツクスの「所有株券等の合計数」

は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関

係者の所有株券等に係る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

倉本　博光

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 376（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 376 － －

所有株券等の合計数 376 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式405株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数４個を含めております。

　（注２）　倉本博光は、小規模所有者に該当しますので、倉本博光の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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水島　健二

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 19（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 19 － －

所有株券等の合計数 19 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式206株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数２個を含めております。

　（注２）　水島健二は、小規模所有者に該当しますので、水島健二の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

神山　亨

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 13（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 13 － －

所有株券等の合計数 13 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式166株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数１個を含めております。

　（注２）　神山亨は、小規模所有者に該当しますので、神山亨の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買付要

項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議

決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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二見　昭夫

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 31（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 31 － －

所有株券等の合計数 31 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式138株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数１個を含めております。

　（注２）　二見昭夫は、小規模所有者に該当しますので、二見昭夫の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

木村　敏行

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 48（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 48 － －

所有株券等の合計数 48 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　木村敏行は、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式30株を所有しておりますが、議決権の

数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。

　（注２）　木村敏行は、小規模所有者に該当しますので、木村敏行の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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上田　康彦

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 25（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 25 － －

所有株券等の合計数 25 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式219株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数２個を含めております。

　（注２）　上田康彦は、小規模所有者に該当しますので、上田康彦の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

江川　豪雄

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 6（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 6 － －

所有株券等の合計数 6 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式135株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数１個を含めております。

　（注２）　江川豪雄は、小規模所有者に該当しますので、江川豪雄の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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中西　秀壽

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 15（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 15 － －

所有株券等の合計数 15 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　中西秀壽は、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式78株を所有しておりますが、議決権の

数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。

　（注２）　中西秀壽は、小規模所有者に該当しますので、中西秀壽の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

村上　章二

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 112（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 112 － －

所有株券等の合計数 112 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式975株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数９個を含めております。

　（注２）　村上章二は、小規模所有者に該当しますので、村上章二の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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中堂　康政

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 30（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 30 － －

所有株券等の合計数 30 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式110株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数１個を含めております。

　（注２）　中堂康政は、小規模所有者に該当しますので、中堂康政の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

小野　通世

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 8（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 8 － －

所有株券等の合計数 8 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　小野通世は、小規模所有者に該当しますので、小野通世の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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磯村　克生

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 4（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 4 － －

所有株券等の合計数 4 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　磯村克生は、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式77株を所有しておりますが、議決権の

数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。

　（注２）　磯村克生は、小規模所有者に該当しますので、磯村克生の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

谷川　秀二

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 26（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 26 － －

所有株券等の合計数 26 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　谷川秀二は、小規模所有者に該当しますので、谷川秀二の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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萩原　健史

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 76（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 76 － －

所有株券等の合計数 76 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　萩原健史は、小規模所有者に該当しますので、萩原健史の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

米山　良幸

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 5（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 5 － －

所有株券等の合計数 5 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　米山良幸は、小規模所有者に該当しますので、米山良幸の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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山見　明弘

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 13（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 13 － －

所有株券等の合計数 13 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　山見明弘は、小規模所有者に該当しますので、山見明弘の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

金井　隆一

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 28（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 28 － －

所有株券等の合計数 28 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　金井隆一は、小規模所有者に該当しますので、金井隆一の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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榎本　浩人

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 26（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 26 － －

所有株券等の合計数 26 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　榎本浩人は、小規模所有者に該当しますので、榎本浩人の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

川田　和男

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 0（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 0 － －

所有株券等の合計数 0 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　川田和男は、対象者株式40株を所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株

券等の数」に含めておりません。
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清水　洋

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 24（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 24 － －

所有株券等の合計数 24 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　清水洋は、小規模所有者に該当しますので、清水洋の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買付要

項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議

決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

山田　貴久

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 7（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 7 － －

所有株券等の合計数 7 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　山田貴久は、小規模所有者に該当しますので、山田貴久の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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佐伯　龍彦

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 19（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 19 － －

所有株券等の合計数 19 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　佐伯龍彦は、小規模所有者に該当しますので、佐伯龍彦の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

小玉　真也

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 86（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 86 － －

所有株券等の合計数 86 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　小玉真也は、小規模所有者に該当しますので、小玉真也の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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矢内　伸弘

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 5（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 5 － －

所有株券等の合計数 5 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　矢内伸弘は、小規模所有者に該当しますので、矢内伸弘の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

杉田　忠之

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 8（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 8 － －

所有株券等の合計数 8 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　杉田忠之は、小規模所有者に該当しますので、杉田忠之の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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磯崎　拓也

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 9（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 9 － －

所有株券等の合計数 9 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　磯崎拓也は、小規模所有者に該当しますので、磯崎拓也の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

眞田　哲也

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 10（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 10 － －

所有株券等の合計数 10 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　眞田哲也は、小規模所有者に該当しますので、眞田哲也の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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森本　新一

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 1（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 1 － －

所有株券等の合計数 1 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　森本新一は、小規模所有者に該当しますので、森本新一の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

戸田　博史

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 1（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 1 － －

所有株券等の合計数 1 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式127株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数１個を含めております。

　（注２）　戸田博史は、小規模所有者に該当しますので、戸田博史の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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落石　政則

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 10（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 10 － －

所有株券等の合計数 10 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　落石政則は、小規模所有者に該当しますので、落石政則の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

大村　哲

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 2（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 2 － －

所有株券等の合計数 2 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式290株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数２個を含めております。

　（注２）　大村哲は、小規模所有者に該当しますので、大村哲の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買付要

項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議

決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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平田　勝久

（平成29年11月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 4（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 4 － －

所有株券等の合計数 4 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式445株（小数点

以下切捨て）に係る議決権の数４個を含めております。

　（注２）　平田勝久は、小規模所有者に該当しますので、平田勝久の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買

付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係

る議決権の数（平成29年11月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。
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２【株券等の取引状況】

（１）【届出日前60日間の取引状況】

　該当事項はありません。

 

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

　該当事項はありません。

 

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

　該当事項はありません。

 

第４【公開買付者と対象者との取引等】

１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

(1）公開買付者と対象者との間の取引の有無及び内容

　直近の３事業年度における公開買付者と対象者との間の取引の概要及び取引金額は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

取引の概要
平成26年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

平成27年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

平成28年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

公開買付者による対象者に対す

る海上輸送サービスの提供
2,105 2,525 2,399

対象者による公開買付者へのグ

ループファイナンスによる資金

の寄託

2,027 2,662 3,042

対象者による公開買付者からの

利息の受取
2 3 1

公開買付者による対象者からの

配当金の受取
452 502 477

　（注）　グループファイナンスによる資金の寄託は取引が反復的に行われているため、期中平均残高を記載しておりま

す。

 

(2）公開買付者と対象者の役員との間の取引の有無及び内容

　該当事項はありません。

 

２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

　対象者は、平成29年10月31日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者

の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。

　なお、対象者の意思決定の過程に係る詳細については、上記「第１　公開買付要項」の「４　買付け等の期間、

買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の

公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措

置）」の「⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議が

ない旨の意見」をご参照ください。

 

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

　上記「第１　公開買付要項」の「３　買付け等の目的」の「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、

目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。

 

(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を

担保するための措置

　上記「第１　公開買付要項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買

付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた

めの措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」をご参照ください。
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第５【対象者の状況】

１【最近３年間の損益状況等】

（１）【損益の状況】

決算年月 － － －

売上高 － － －

売上原価 － － －

販売費及び一般管理費 － － －

営業外収益 － － －

営業外費用 － － －

当期純利益（当期純損失） － － －

 

（２）【１株当たりの状況】

決算年月 － － －

１株当たり当期純損益 － － －

１株当たり配当額 － － －

１株当たり純資産額 － － －

 

２【株価の状況】
（単位：円）

 

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

東京証券取引所　市場第一部

月別 平成29年５月 平成29年６月 平成29年７月 平成29年８月 平成29年９月 平成29年10月

最高株価 1,168 1,053 1,049 1,057 1,055 1,098

最低株価 1,000 995 997 1,004 986 1,007

　（注）　平成29年10月については、平成29年10月31日前場終値までのものです。

 

３【株主の状況】

（１）【所有者別の状況】

平成　年　月　日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数　　株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － － － － － － －

所有株式数

（単位）
－ － － － － － － － －

所有株式数の割

合（％）
－ － － － － － － － －
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（２）【大株主及び役員の所有株式の数】

①【大株主】

平成　年　月　日現在
 

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

計 － － －

 

②【役員】

平成　年　月　日現在
 

氏名 役名 職名
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

計 － － － －

 

４【継続開示会社たる対象者に関する事項】

（１）【対象者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第62期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）　平成28年６月24日　関東財務局長に提

出

　事業年度　第63期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）　平成29年６月23日　関東財務局長に提

出

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第64期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）平成29年８月14日　関東財務

局長に提出

　事業年度　第64期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）平成29年11月14日　関東財務

局長に提出予定

 

③【臨時報告書】

　該当事項はありません。

 

④【訂正報告書】

　該当事項はありません。
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（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

郵船ロジスティクス株式会社中日本営業本部セントレアカスタマーサービスセンター

（愛知県常滑市セントレア三丁目15番１号）

郵船ロジスティクス株式会社西日本営業本部

（大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目５番２号）

郵船ロジスティクス株式会社西日本営業本部神戸支店

（兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番20号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

５【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

　該当事項はありません。

 

６【その他】

(1）「平成30年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表

　対象者は、平成29年10月31日に「平成30年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表しておりま

す。当該公表に基づく対象者の平成30年３月期第２四半期決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該内容に

つきましては、法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人のレビューを受けておりません。また、以下の公表

内容の概要は対象者が公表した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照くだ

さい。

 営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に
帰属する四半
期純利益

１株当たり四
半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

実績 236,408 505 516 △497 △11.80

（参考）前期第２四半期実績

（平成29年３月期第２四半期）
214,584 2,896 3,855 △189 △4.49

 

(2）「平成30年３月期第２四半期連結業績予想と実績との差異、通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当と配当

予想の修正に関するお知らせ」の公表

　対象者は、平成29年10月31日に「平成30年３月期第２四半期連結業績予想と実績との差異、通期連結業績予想の

修正並びに剰余金の配当と配当予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表に基づく「平成30年

３月期通期連結業績予想の修正（平成29年４月１日～平成30年３月31日）」および「配当予想の修正の内容」は以

下のとおりです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

（ⅰ）平成30年３月期通期連結業績予想の修正（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

 営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に
帰属する当期
純利益

１株当たり当
期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

前回発表予想（Ａ） 477,000 6,700 6,500 1,400 33.20

今回修正予想（Ｂ） 480,000 3,000 2,800 300 7.11

増減額（Ｂ）－（Ａ） 3,000 △3,700 △3,700 △1,100 －

増減率（％） 0.6 △55.2 △56.9 △78.6 －

（参考）前期実績

（平成29年３月期）
439,141 4,224 5,970 △2,511 △59.54
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（ⅱ）配当予想の修正の内容

 １株当たり配当金（円）

基準日 第２四半期末 期末 合計

前回予想

（平成29年４月28日公表）
8円00銭 8円00銭 16円00銭

今回修正予想 － 未定 未定

当期実績 7円00銭 － －

前期実績

（平成29年３月期）
9円00銭 9円00銭 18円00銭

　なお、対象者は、当該公表内容に基づく期末配当については未定に修正したとのことですが、本公開買付け

が成立した場合には、期末配当は行わない予定とのことです。
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